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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成27年12月24日(2015.12.24)

【公開番号】特開2014-91789(P2014-91789A)
【公開日】平成26年5月19日(2014.5.19)
【年通号数】公開・登録公報2014-026
【出願番号】特願2012-243718(P2012-243718)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 163/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 121/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   5/06     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ  163/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  121/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/06     　　　　
   Ｃ０９Ｊ    5/06     　　　　
   Ｂ３２Ｂ    7/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月4日(2015.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
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【表３－１】
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【表３－２】

　本発明の実施態様の一部を以下に記載する。
［項目１］
　エポキシ樹脂、コアシェルゴム、熱膨張性微粒子、および硬化剤を含む熱硬化性接着剤
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であって、前記熱膨張性微粒子の平均粒径が９～１９μｍであり、膨張開始温度が７０～
１００℃であり、かつ最大膨張温度が１１０～１３５℃である、熱硬化性接着剤。
［項目２］
　温度勾配１０℃／分で示差走査熱量測定を行ったときに、前記熱硬化性接着剤の発熱開
始温度が１５０℃以下であり、かつ発熱最大温度が１５５℃以下である、項目１に記載の
熱硬化性接着剤。
［項目３］
　前記熱膨張性微粒子が０．３質量％以上含まれる、項目１または２のいずれかに記載の
熱硬化性接着剤。
［項目４］
　第一の板状材および第二の板状材を用意し、
　エポキシ樹脂、コアシェルゴム、熱膨張性微粒子、および硬化剤を含む熱硬化性接着剤
であって、前記熱膨張性微粒子の平均粒径が９～１９μｍであり、膨張開始温度が７０～
１００℃であり、かつ最大膨張温度が１１０～１３５℃である、熱硬化性接着剤を前記第
一の板状材、前記第二の板状材またはそれら両方の表面に適用し、
　前記第一の板状材、前記熱硬化性接着剤、および前記第二の板状材をこの順で積層し、
　加熱して前記熱硬化性接着剤を硬化させて、前記第一の板状材および前記第二の板状材
を硬化した前記熱硬化性接着剤を介して接着することを含み、前記第一の板状材の線膨張
係数が前記第二の板状材の線膨張係数と異なる、自動車用部材の製造方法。
［項目５］
　第一の板状材と、第二の板状材と、前記第一の板状材と前記第二の板状材の間に配置さ
れて前記第一の板状材と前記第二の板状材を接着する、硬化した項目１～３のいずれか一
項に記載の熱硬化性接着剤とを含み、前記第一の板状材の線膨張係数が前記第二の板状材
の線膨張係数と異なる、自動車用部材。
［項目６］
　前記第一の板状材がアルミニウムを含む、項目５に記載の自動車用部材。
［項目７］
　前記第二の板状材が鉄を含む、項目５または６のいずれかに記載の自動車用部材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂、コアシェルゴム、熱膨張性微粒子、および硬化剤を含む熱硬化性接着剤
であって、前記熱膨張性微粒子は、平均粒径が９～１９μｍであり、膨張開始温度が７０
～１００℃、かつ最大膨張温度が１１０～１３５℃であり、
　温度勾配１０℃／分での示差走査熱量測定における発熱開始温度が１５０℃以下、かつ
発熱最大温度が１５５℃以下である、熱硬化性接着剤。
【請求項２】
　前記熱膨張性微粒子が０．３質量％以上含まれる、請求項１に記載の熱硬化性接着剤。
【請求項３】
　第一の板状材および第二の板状材を用意し、
　エポキシ樹脂、コアシェルゴム、熱膨張性微粒子、および硬化剤を含む熱硬化性接着剤
であって、前記熱膨張性微粒子は、平均粒径が９～１９μｍであり、膨張開始温度が７０
～１００℃、かつ最大膨張温度が１１０～１３５℃であり、温度勾配１０℃／分での示差
走査熱量測定における発熱開始温度が１５０℃以下、かつ発熱最大温度が１５５℃以下で
ある熱硬化性接着剤を前記第一の板状材、前記第二の板状材またはそれら両方の表面に適
用し、
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　前記第一の板状材、前記熱硬化性接着剤、および前記第二の板状材をこの順で積層し、
　加熱して前記熱硬化性接着剤を硬化させて、前記第一の板状材および前記第二の板状材
を硬化した前記熱硬化性接着剤を介して接着することを含み、前記第一の板状材の線膨張
係数が前記第二の板状材の線膨張係数と異なる、自動車用部材の製造方法。
【請求項４】
　第一の板状材と、第二の板状材と、前記第一の板状材と前記第二の板状材の間に配置さ
れて前記第一の板状材と前記第二の板状材を接着する、硬化した請求項１または２に記載
の熱硬化性接着剤とを含み、前記第一の板状材の線膨張係数が前記第二の板状材の線膨張
係数と異なる、自動車用部材。
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